
   子ども理解とウェルビーイング：発達のアセスメントと支援 

堀川 裕之 

 

Understanding children and their well-being: Assessment and support 

development of children 

HORIKAWA Hiroyuki 

 

１． はじめに 

日本国の政府が令和 5 年に閣議決定したこども大綱（こども家庭庁(2023)）では、こ

どものウェルビーイング（well-being）を、「身体的・精神的・社会的に良い状態にある

という包括的な幸福として、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など将来に

わたる持続的な幸福を含むものをいう」としている。具体的には、全てのこどもや若者

が、保護者や社会に支えられ、生活に必要な知恵を身に付けながら、以下のように例示さ

れている。  

・ 心身ともに健やかに成長できる  

・ 個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、ありのままの自分を受け容れて大 

切に感じる（自己肯定感を持つ）ことができ、自分らしく、一人一人が思う幸福な 

生活ができる  

・ 様々な遊びや学び、体験等を通じ、生き抜く力を得ることができる  

・ 夢や希望を叶えるために、希望と意欲に応じて、のびのびとチャレンジでき、将 

来を切り開くことができる  

・ 固定観念や価値観を押し付けられず、自由で多様な選択ができ、自分の可能性を 

広げることができる  

・ 自らの意見を持つための様々な支援を受けることができ、その意見を表明し、社 

会に参画できる  

・ 不安や悩みを抱えたり、困ったりしても、周囲のおとなや社会にサポートされ、 

問題を解消したり、乗り越えたりすることができる  

・ 虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪・性暴力、災害・ 

事故などから守られ、困難な状況に陥った場合には助けられ、差別されたり、孤立 

したり、貧困に陥ったりすることなく、安全に安心して暮らすことができる  

・ 働くこと、また、誰かと家族になること、親になることに、夢や希望を持つこと 

ができる 

 

これらの目標は、「こどもまんなか社会」の構成要素として示されていて、その実現の

ためのこども政策の実施へとつながっていることがうかがわれる。すなわち、こども大綱

に示された目的・理念にのっとったこども政策のアウトカムとして、こどものウェルビー

イングが具体的な目標として位置づけられていると考えることができる。 

本論においては、こども大綱において例示されているこどものウェルビーイングの具

体的な目標の達成につながりうることとして、「ならいごと」に焦点を当てる。「ならいご

と」は、こどものウェルビーイングの向上に関してこども大綱に明記されていない。しか
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しながら、「ならいごと」を利用しているこどもは決して少なくないと考えられる。「なら

いごと」の定義と利用についての調査報告としては、ベネッセ総合教育研究所（2024）を

挙げることができる。小学生の約 8 割、中学生の約 5 割が「ならいごと」に通っていると

の調査結果からは、こども期に「ならいごと」を経験しているこどもは決して少なくない

と考えられる。家庭でもなく、主な所属先（学校など）でもない場での学びの経験は、こ

どものウェルビーイングの質を高める可能性があると考えられる。 

ところが、「ならいごと」とこどものウェルビーイングの関連についての先行研究は探

しうる限り見当たらなかった。個々のこどもにとって、「ならいごと」での学びの経験は

どのようなもので、ウェルビーイングの向上との関連はどのようになっているだろうか。 

今回は、「ならいごと」の中でも、児童舞踊（モダンバレエ）の講師等に発達のアセス

メントと支援等、発達心理学、教育心理学についての研修を行うことで、こどもの理解に

基づく実践につなげることを目指す取り組みについて報告する。 

 

２． 児童舞踊（モダンバレエ）講師等への発達心理学、教育心理学研修 

参加者：近畿地方の政令指定都市に本拠を有する一般社団法人傘下のモダンバレ

エの教室講師並びに研修生６名 

研 修：2025 年 1 月から月１回、１回 1 時間（質疑応答を含む）、全１０回、研修

内容については１回ごとに独立した主題を設定した。主題のリストは以下の通り

であり、括弧内にその参考文献を示した。 

（１）幼児の運動発達（前田（2019）、郷間ら（2024）） 

（２）子どもの認知発達（前田（2019）、中谷ら（2022）） 

（３）情動発達（中谷ら（2022）） 

（４）愛着と社会性の発達（中谷ら（2022）） 

（５）心の理論の発達（中谷ら(2022)） 

（６）メタ認知と協同学習（中谷ら（2022）） 

（７）動機づけの教育心理学（中谷ら（2022）） 

（８）記憶の心理学（中島ら（2022）、中谷ら(2022)） 

（９）記憶の神経基盤（中島ら(2022)） 

（10）心理発達のアセスメント（郷間ら(2024)） 

 

研修の枠組み：一般社団法人の役員で講師としても活動されるリーダー（１名）

との面談を経て提案し、承認された内容を各回に配分した。参加者は固定６名と

した。今回の研修の参加者は、いずれも心理学についての系統だった学習の機会

がないことはあらかじめ確認した。また、毎回、参加した研修の終わりに質疑応

答に参加し、その場で何らかの発言を求められることとした。なお、受講後速や

かに研修ノートを提出することとした。それに加えて、６名以外の講師、研修生

への研修や、６名の参加者のその後の研修については、今回の試みの後にリーダ

ーと相談検討することとしており、参加者とは初回にこのことを共有していた。 

 

データ：研修後に研修内容についてのノートとともに感想と問題意識を書いても
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らい、提出されたものをデータとした。 

 

まとめ：第１回から第５回のデータについては研修内容が記憶されていることが

示されていた。すなわち、研修での学習内容を逐語的にノートにすることができ

ていた。質問は、研修で学んだ内容についてより詳しく知ろうとするものであっ

た。第６回以降について、ノートの内容は同様であったが、それに加えて、研修

の内容について参加者のモダンバレエ指導における特定の場面の子どもの行動や

反応について、その子どもの気持ちがどのようであったか、その場面でのあるべ

き対応が何かを問うような質問が出されるようになった。参加者６名全員におい

て同様であった。質問は指導の現場における具体的な対応についてのものであっ

た。 

また、研修の第７回以降において、気になる特定のこどもへの指導のあり方だ

けでなく、その場での他のこどもの態度や言動、「横のつながり」についても意識

するようになったとのコメントが参加者３名から出された。他の参加者からはそ

れまでと同様に学習した内容について質問があった。このことについて、第６回

が集団での学びを扱うものであり、それ以降の研修内容も集団での指導を踏まえ

た内容となっていた。講師としての現場での問題意識を研修において表出できる

ようになるきっかけになったからではと思料された。 

 

３． 振り返りと今後の展開 

こども理解に基づく実践を目指すための研修という目的について、参加者全員が研修

において学んだ主題について質問していた。そのほとんどが、こどもの発達に応じた教育

方法についてのものであった。研修が目的に適ったものであったことがうかがわれた。ま

た、研修において尋ねられた質問の内容について、第７回以降とそれまでにおいて、参加

者の半数（３名）に違いが認められた。半数の参加者は、研修内容についてというより

は、実践上の課題とその望ましい対応法について質問という形で相談していた。研修の枠

組みとして、相談を受け入れることはあらかじめ伝えておらず、あくまで参加者の自主的

な発意によるものであった。今回の研修の機会が、参加者が自らの実践を振り返り、改善

しようとする動機づけにつながっている可能性があると考えられる。 

今回の試みにおいて、研修の目的に適った研修内容とする証拠は、参加者のノートと

質問の内容のみであった。参加者全員が確かに研修内容を正確に記憶できて、ノートにす

ることができており、研修内容に則した質問が出されていたとはいえ、信頼性や妥当性の

担保されている尺度などによる測定は行わなかった。また、研修で学んだことを実践に生

かせているかについても調査していない。すなわち、研修の目的をどの程度達成できたか

について、実証的な結果を得ることはできていない。このことについて、今後においてさ

らに検討することが求められる。 

また、参加者の半数において質問の内容が第７回以降とそれまでで違ったことについ

ては、研修の初期は、発達・教育心理学の基礎的な知識を学ぶものであり、第６回以降が

講師らにとってより現場において役に立つ内容としたこと、その際に、こどもたちの「横

のつながり」という概念を導入したことの影響などが考えられるが、あくまで結果が出て
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からの推論である。実証研究としては予備的な試みにとどまっている。参加者の全人数も

６名であり、また、その全員が、団体内での役割として、こどもへの直接指導において主

導的な役割を担っている講師である。なおかつ、閉じたグループで、初回から最終回まで

同じメンバーであり、途中脱退による不利益はないと告知されている中で、脱落者はいな

かった。出席・参加の状況について、研修内容が適切であったことを反映しているのかも

しれないが、参加者の特徴や団体内の関係性を反映していた可能性もある。団体にとって

異分野についての職員研修を行うはじめての機会であり、試みとしての取り組みであっ

た。また、研修参加者は団体役員が集める形であって、団体内での広報を行ったり、広く

参加者を募ったりすることは行われなかった。今回の参加者グループは、団体において評

価が高い講師の代表であることがうかがわれる。まさにそのことによって、その選定にお

いて偏りがあると考えられる。そのことを踏まえた調査・研究の設計が必要である。 

 

４． おわりに 

ならいごとを通じた、こどものウェルビーイングにつながることとして、心理発達の

アセスメントや児童舞踊・モダンバレエの教授過程にかかるこどもの心理についての研修

を行い、その結果について報告した。ならいごとを通じた、こどものウェルビーイングに

ついてという目的に即した研究の実施には至らなかったが、研修の実施と結果の振り返り

において、実証研究を行うために検討していく必要がある諸課題について記述した。ま

た、実践を支援する方法としての研修とそのあり方に向けても、今後の試みを展開してい

くための参考資料として今回の試みを報告した。 
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６． 倫理的配慮 

本研究の実施にあたっては、参加者にあらかじめ研究目的を説明し、受講する研修に

おいて収集される資料は当該研究に利用されることを説明し、個人を特定できる形の情報

を取得しないことも伝えたうえで、同意を得た。また、研究の過程において、研修を途中

で辞めること、すなわち研究から離脱することが許容されること、ならびにそのことによ

って不利益となる取り扱いを受けないことを伝え、了承を得た。 

今回の研究で収集した資料は個人情報を含まない形でデータ化して鍵のかかる研究室

内のインターネットに接続しないコンピュータに保存し、その元となる資料は内容が読み

取れないようにした上で破棄した。 
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